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表紙

第109回定時株主総会招集通知に際しての
電子提供措置事項

出光興産株式会社
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主要な営業所及び工場

区 分 事　業　所
本 社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
製 油 所 北海道（苫小牧市）
事 業 所 千葉（市原市）、徳山（周南市）、愛知（知多市）

支 店

北海道支店（札幌市）、東北支店（仙台市）、
関東第一支店（東京都千代田区）、
関東第二支店（東京都千代田区)、中部支店（名古屋市）、
関西支店（大阪市）、中国支店（広島市）、九州支店（福岡市）

海 外 事 務 所 中東（アブダビ）、ハノイ（ベトナム）

研 究 所
次世代技術研究所（袖ケ浦市）、営業研究所（市原市）、
機能材料研究所（市原市）

主要な営業所及び工場（2024年3月31日現在）
①　当社
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主要な営業所及び工場

会　社　名 所　在　地
出光タンカー㈱ 東京都千代田区
昭和四日市石油㈱ 三重県四日市市
東亜石油㈱ 神奈川県川崎市
西部石油㈱ 東京都千代田区
出光リテール販売㈱ 東京都中央区
出光スーパーバイジング㈱ 東京都千代田区
出光エナジーソリューションズ㈱ 東京都千代田区
IDEMITSU INTERNATIONAL(ASIA) PTE. LTD. Singapore
IDEMITSU APOLLO CORPORATION Sacramento, U.S.A.
出光ユニテック㈱ 東京都港区
㈱エス・ディー・エス バイオテック 東京都千代田区
ＲＳリニューアブルズ㈱ 東京都千代田区
出光ベトナムガス開発㈱ 東京都千代田区
IDEMITSU AUSTRALIA PTY LTD Brisbane, Australia
IDEMITSU COAL MARKETING AUSTRALIA PTY LTD Brisbane, Australia
IDEMITSU ASIA PACIFIC PTE. LTD. Singapore
Idemitsu Americas Holdings Corporation San Jose, U.S.A.

②　子会社
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会計監査人の状況

報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 220百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 453百万円

会計監査人の状況
①　会計監査人の名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の
額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分していないため、上記の当事業年度に
係る会計監査人としての報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

２. 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、公認会計
士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、有限責任監査法人トーマツに委託
した対価が含まれております。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は
監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けており
ます。

③　監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手するとともに報告を受け、会計監査

人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認・検証した結果、
会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

④　非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として、

決算期統一に関する助言業務等の対価を支払っております。

⑤　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断したときは、会社法に

基づき、会計監査人の解任又は不再任の手続をとるものとします。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要
【業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）】

内部統制システムの基本方針については、業務の適正を確保するための体制として、取締役会で次の
とおり決議しております。

更に、取締役会で、内部統制システムが適切に構築され運用されているかについて確認を行い、実効
性あるものとすべく見直しを行っております。

①　当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア. 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、重要事項について決定するとともに、業務執行

の監督にあたる。
イ. 「コンプライアンス規程」に基づき、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、通報窓口

等に報告されたコンプライアンス懸念事例に対する適正な対応をモニターするとともに、当社及
び子会社におけるコンプライアンス活動を推進する。

ウ. 「コンプライアンス行動規範」の下、コンプライアンスに関わる具体的な行動指針等を定めた
「コンプライアンスブック」を活用し、当社グループ全体に徹底する。また、当社グループ全体
で、コンプライアンスに関する教育及び研修を継続的に実施する。

エ. 社内・社外にコンプライアンス相談を受け付ける窓口を設置し、子会社を含めた国内外の従業員
等が活用することにより、コンプライアンスに関する疑問点や問題点の解決の一助とするととも
に、問題点の早期発見及び是正・抑止に繋げる。

オ. 内部統制体制の構築及び全社のコンプライアンス活動を総括推進する総務部を活用し、管理部門
間の連携強化と、内部統制の成熟度向上のための取り組みの強化を図る。

カ. 内部監査室は、子会社を含め各執行部門における業務の適法性、社内規程に基づく業務執行の状
況を確認するための監査を行う。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「回議書取扱規則」その他社内規程に基づ

き、保存、管理する。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

③　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程等の体制
ア. 環境変化とその影響を予測して対応を図るべく、社長を委員長とする「リスク経営委員会」を設

置し、潜在的な経営リスクを含め議論する。
イ. 「リスクマネジメント基本要綱」に基づき、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リ

スクマネジメント活動を推進する。
ウ. 「危機発生時の対応規程」その他社内規程に基づき、当社又は子会社において万一重大な危機が

発生した場合にも迅速・的確に連絡及び対応をする。
エ. 各部室、関係会社は、「内部統制及び自己管理に関する規程」に基づき、業務上のリスクについ

て、支援ツール「自主点検WEBシステム（SELCHE）」を活用し、PDCAによる内部統制の維
持・改善に取り組む。その活動状況をモニタリングしつつ、支援する体制を整備、運用する。

オ. 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各執行部門のリスク管理状況を確認するための監査
を行う。

④　財務報告に係る内部統制
ア. 「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するた

めの体制を構築し、財務報告に係る内部統制の適切な整備・運用を図る。
イ. 前記ア．の規程に基づき、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置し、年度整備・運用方

針及び評価計画に関する事項、評価範囲の決定に関する事項、評価結果に関する事項等を審議・
検討する。

ウ. 内部監査室は、定期的に、内部統制の有効性の評価及び必要な改善内容の評価を行う。

⑤　反社会的勢力との関係遮断
ア. 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物及び団体に対しては、毅然と

した態度で臨み、一切の関係を遮断する。
イ. 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒否し、「反社会的勢力

への対応要領」に基づき、的確に対応する。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

⑥　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア. 業務執行を効率的に行うため、執行役員を置く。
イ. 「決裁権限規程」及び「業務執行規程」に基づき、取締役会、代表取締役及び取締役の役割と権

限を明確にする。
ウ. 「経営委員会規程」に基づき、グループ経営に関わる戦略を立案・検討し、業務執行の意思決定

を円滑かつ適正に行うための審議機関として、社長を委員長とする「経営委員会」を設置する。
メンバーは、委員長が人事委員会の審議を経た上で決定する。経営委員会は原則月に三度開催す
る。

⑦　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア. 「関係会社規程」において、関係会社管理の責任を主管部室と定めるとともに、その果たすべき

役割・機能についても明確化する。また、具体的な管理事項、決裁基準、及び関係会社からの報
告事項は管理基準別表に定める。主管部室及び関係会社はこれらに従い必要な決裁及び報告を行
う。

イ. 「関係会社規程」に「関係会社との取引は原則として市場価格ベースとする」旨の基本方針を規
定し、利益相反の防止を図る。

ウ. 「関係会社規程」に関係会社取締役・監査役選定基準を規定し、当社の取締役は原則として関係
会社の取締役に就任しないものとする。

エ. 主要な関係会社においては常勤監査役を選任するか、非常勤監査役を少なくとも1名は、主管部室
の役職者またはコーポレート部室から派遣することで、関係会社の内部統制に係る経営サポート
及びモニター機能を強化する体制を構築する。

オ. グループ標準のＩＴインフラの活用により、業務の効率化を図る。
カ. 事業部室・関係会社ごとに不正防止の観点から品質保証の独立性を確保しつつ、当社グループと

しては品質保証本部による牽制・統括機能を活用して品質保証の独立性を担保していく。

⑧　当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役からの要請に基づき、監査役の職務を補助すべき従業員として、監査役会事務局にスタッフを

配置する。

⑨　前記⑧の従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア. 監査役会事務局のスタッフは専任の職務とし、その人事異動・評価等の最終決定には監査役の同

意を要することとする。
イ. 「組織規程」に監査役会事務局の職務を規定する。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

⑩　当社及び子会社の取締役及び従業員並びに子会社の監査役が当社の監査役（監査役会）に報告をするた
めの体制等、当社の監査役への報告に関する体制
ア. 取締役、執行役員及び部室長は、「業務執行規程」に基づき、所定の事項を監査役に報告する。
イ. 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、監査結果を監査役に報告する。
ウ. 「リスク・コンプライアンス委員会」にオブザーバーとして常勤監査役の出席を求め、「コンプ

ライアンス相談窓口」の相談・対応状況、コンプライアンスの懸念事項等を適宜共有する。
エ. 取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社又は子会社に著しい損害を

及ぼす恐れがある事実及び法令・定款に違反する重大な事実等が発生した場合又はこれらの事実
等の報告を受けた場合には、速やかに監査役に報告する。また、子会社の監査役は、監査役から
の要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。

⑪　前記⑩の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制
ア. 前記⑩の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止

する。
イ. 「コンプライアンス相談窓口」に相談したことにより、不利益な取扱いを受けることのない旨を

「コンプライアンスブック」、「コンプライアンス相談窓口規則」に記載するとともに、研修等
により周知徹底する。

⑫　監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任等、監査役の役割・責務を果たすに当たって必要な

費用は、当社が負担する。

⑬　その他当社の監査役（監査役会）の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア. 代表取締役は、監査役と原則として四半期に一度、定期的なミーティングを開催する。
イ. 内部監査室は、内部監査スケジュールや往査等に関して、監査役及び会計監査人と緊密に調整、

連携する。

注　以上の体制は、2024年５月14日開催の取締役会による決議事項であり、品質に関する内部統制
の取組み強化など、経営の効率化とガバナンス強化を図るために実施した事項を反映していま
す。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

【業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）の運用状況の概要】
当社は、取締役会において決議された「業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システ

ム」）」に基づき、当社及び子会社の内部統制システムを整備し、運用しております。
当社は、「業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）」を制定後、毎年見直

すことにしており、当期は、2023年５月の取締役会の決議に基づき運用しました。
当期において重要と考える内部統制上の主要な取り組みは、以下のとおりであります。

①　コンプライアンスに関する取り組み
ア. 「リスク・コンプライアンス委員会規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を５回開催し

ました。また、「コンプライアンス行動規範」の浸透、推進のために、全ての職場に、コンプライア
ンス推進責任者・推進担当役職者・推進担当者による推進体制を敷いております。

イ. 当社及び子会社の経営陣・従業員を対象にコンプライアンスに関するeラーニング、及び、アンケー
トを実施しました。また、新入社員対象の研修及び新任役職者対象の研修や、イントラネット上に設
置したポータルサイト「コンプライアンスの部屋」を活用し、コンプライアンスブックや社内外のコ
ンプライアンス関係事例を周知することで、コンプライアンスの徹底を図っております。

ウ. 社内外に設置したコンプライアンス相談窓口が受け付けた相談及び対応の内容は、リスク・コンプラ
イアンス委員会で報告されるとともに常勤監査役にも共有されております。各事案への対応及び再発
防止に向けた取り組みに対する助言、モニターをリスク・コンプライアンス委員会にて実施しており
ます。

②　リスクマネジメントに関する取り組み
ア. 社長を委員長とする「リスク経営委員会」により、経営的な視点で外部・内部の環境変化とそのリス

ク影響を予測し、対応に向けた議論を行っています。また、リスク・コンプライアンス委員会にて、
危機発生の未然防止、BCP の整備、リスクの拡大防止、及び新たなリスクへの対応に向けた計画の立
案と実施状況を確認しております。当期は、火災・爆発、情報関連リスク、品質保証リスク、環境汚
染リスク等を全社的に継続監視が必要な「重要リスク」として対策に取り組み、リスク・コンプライ
アンス委員会を5回開催しました。

－ 8 －



2024/05/21 12:59:19 / 23068224_出光興産株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

イ. リスクマネジメントにおいては、業務リスク（事故、災害、違反等）を認識次第、Bad-News First 
の姿勢で発生部室より速やかに報告させ、リスク・コンプライアンス委員会の支援の下、早期に全社
的な対応を講じ、そのリスクの影響の拡大防止を図ることに力を入れております。また、海外駐在員
向けに設置した「海外アドミ相談窓口」から予防のための事例・対策の水平展開を図っております。

ウ. 当社グループ内で2022年に顕在化した試験不適切行為に類似した行為が行われていないか、今一度
点検を行うとともに、全社の品質保証担当課長が集まる会議の場で事例勉強会を行いました。また、
従業員各層に対して品質の重要性理解促進を目的とした講演会を行いました。

エ. 大地震等の不測の事態が発生しても、重要事業・業務の継続、または早期復旧させるための計画とし
て事業継続計画(BCP)を策定しています。不測の事態におけるBCPの実効性を高めるため、毎年内容
を確認し、環境変化なども踏まえながら更新を行っております。

オ. 首都直下地震を想定した総合防災訓練を実施し、発災時の対策本部の立ち上げ及び運営の流れを確認
しました。

カ. ITセキュリティ体制の強化として、情報系・制御系システムの自主点検、セキュリティ監査、並びに
e-ラーニングや訓練を通したリテラシー向上活動を実施しました。

③　監査役監査の実効性確保の取り組み
ア. 代表取締役は、監査役と四半期に一度定期的なミーティングを行っております。また、経営委員会、

リスク・コンプライアンス委員会など重要会議を通じ、監査役とコンプライアンス、リスクマネジメ
ントを含めた諸課題を共有しております。
この他、当社監査役と子会社及び関連会社監査役等の連携充実、社外監査役と社外取締役の定期的会
合による連携強化を図っております。

イ. 内部監査室及び管理部門は、監査役との情報交換など連携強化に努めております。
また、事業部門、国内外の事業所及び子会社は、監査役による往査・ヒアリングへ適切に対応するよ
う努めております。

ウ. 監査役は、子会社及び関連会社監査役等との連携を図っております。
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業務の適正を確保するための体制（いわゆる「内部統制システム」）及び当該体制の運用状況の概要

④　内部監査に関する取り組み
ア. 2023年度は、現地往査を中心としながらリモートも併用し、内部監査、内部統制評価を実施しまし

た。
イ. 年度内部監査計画に基づき、「経営目標の達成に向けたリスクマネジメントの状況」、「コンプライ

アンスの遵守状況」、「業務の有効性と効率性」を内部監査の重点項目とし、国内外の事業所、子会
社の内部監査を実施しております。
当期は、内部統制上のリスクで優先順位を決め、中期計画の重点課題先等も考慮し、国内外15件を実
施しました。（米州子会社Idemitsu Americas Holdingsと連携した監査３件を含む）
また、2022年度に行った「国内の部署及び関係会社の品質保証」に続き「海外関係会社における品
質保証の状況」、及び「国内販売活動における不適切行為防止への取り組み」など経営への影響が大
きいと考えられる事項を取り上げ、グループ横断的に確認、評価するテーマ監査を２件実施しまし
た。

ウ. 財務報告に係る内部統制に関し、制度、仕組みの整備及び運用の状況（全社的内部統制）並びに業務
プロセスの文書化及び運用の状況（業務プロセス統制）を評価し、「財務報告に係る内部統制評価委
員会」の確認を得ております。
当年度においては2024年度より適用される財務報告に係る内部統制評価の実施基準改訂内容を精査
し、制度変更により求められる対応準備を進めました。

⑤　子会社管理に関する取り組み
ア. 関係会社規程、及び管理基準別表に基づき、関係会社に関連したグループ重要案件は、投融資委員

会、経営委員会等で慎重に審議の上、定められた決裁者によって適切に意思決定しております。
イ. 主要な関係会社においては常勤監査役を選任するか、ガバナンス強化とリスク低減を目的として総務

部に設置した「経営コンサルティンググループ」から非常勤役員（監査役、取締役）を派遣しており
ます。これらの役員は、当社監査役、会計監査人と情報共有することにより、監査の実効性を高める
体制としております。
また、子会社の内部統制強化にあたっては、自己管理のPDCAを高度化するためのツールとして「自
主点検WEBシステム（SELCHE）」 の導入を進めました。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 168,351 451,642 848,910 △14,788 1,454,116
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

資 本 剰 余 金
（ の れ ん 相 当 ） △272 △272

剰 余 金 の 配 当 △40,218 △40,218
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 228,518 228,518

連 結 範 囲 の 変 動 207 207
自 己 株 式 の 取 得 △57,360 △57,360
自 己 株 式 の 処 分 0 113 113
自 己 株 式 の 消 却 △61,028 61,028 －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 299 299
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － △61,300 188,805 3,781 131,286
当 期 末 残 高 168,351 390,341 1,037,716 △11,006 1,585,403

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非 支 配
株 主
持 分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 3,918 △6,431 154,641 △4,571 12,853 160,410 14,781 1,629,308
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

資 本 剰 余 金
（ の れ ん 相 当 ） △272

剰 余 金 の 配 当 △40,218
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 228,518

連 結 範 囲 の 変 動 207
自 己 株 式 の 取 得 △57,360
自 己 株 式 の 処 分 113
自 己 株 式 の 消 却 －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △299 △299 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

1,999 2,176 940 36,223 13,041 54,381 △2,145 52,236

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 1,999 2,176 640 36,223 13,041 54,082 △2,145 183,223
当 期 末 残 高 5,918 △4,255 155,282 31,652 25,895 214,492 12,636 1,812,531

連結株主資本等変動計算書

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結の範囲に関する事項

連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 　111社
・主要な連結子会社の名称 　出光タンカー㈱

　昭和四日市石油㈱
　東亜石油㈱
　西部石油㈱
　出光リテール販売㈱
　出光スーパーバイジング㈱
　出光エナジーソリューションズ㈱
　IDEMITSU INTERNATIONAL(ASIA) PTE. LTD.
　IDEMITSU APOLLO CORPORATION
　出光ユニテック㈱
　㈱エス・ディー・エス バイオテック
　RS リニューアブルズ㈱
　出光ベトナムガス開発㈱
　IDEMITSU AUSTRALIA PTY LTD
　IDEMITSU COAL MARKETING AUSTRALIA PTY LTD
　IDEMITSU ASIA PACIFIC PTE. LTD.
　Idemitsu Americas Holdings Corporation

②　非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 　出光ルブテクノ㈱
・連結の範囲から除いた理由 　非連結子会社はいずれも小規模であり､各社の総資産、売上高、当期

純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等は、連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社の状況
・当該会社の名称 　アストモスエネルギー㈱
・子会社としなかった理由 　アストモスエネルギー㈱は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号）の第175項
より共同支配企業と判定し、持分法に準じた処理方法を適用するため子
会社から除外しております。
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持分法の適用に関する事項

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社又は関連会社数
　27社

・主要な会社の名称 　アストモスエネルギー㈱
　出光クレジット㈱
　㈱プライムポリマー
　Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC
　㈱INPEXノルウェー

②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称 　ユニオン石油工業㈱

　國宏股份有限公司
・持分法を適用しない理由 　各社の当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。

③　持分法適用手続きに関する特記事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書

類を使用しております。
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連結の範囲及び持分法の適用範囲の変更に関する事項、連結子会社の事業年度等に関する事項

⑶　連結の範囲及び持分法の適用範囲の変更に関する事項
①　連結の範囲の変更

・新規連結子会社の数 　なし
・連結除外会社の数 　９社
・連結子会社の名称 　中央シェル石油販売㈱

出光クレイバレー㈱　　　他７社
中央シェル石油販売㈱は出光リテール販売㈱を存続会社とする吸収合併

により、出光クレイバレー㈱は出光興産㈱を存続会社とする吸収合併によ
り消滅したため、連結の範囲から除外しております。

②　持分法の適用範囲の変更
・新規持分法適用会社の数 　３社
・持分法適用会社の名称 　Critical Minerals Group Limited

　Vecco Group Pty Ltd
　DELTA LITHIUM LIMITED

上記３社については、新たに株式を取得したこと等から、当連結会計年
度より持分法適用の関連会社に含めております。

・持分法適用除外会社の数 　なし

⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結計算書類作成上、必要な調整を行っており
ます。
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会計処理基準に関する事項、会計方針の変更、表示方法の変更

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法
ア．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 　償却原価法（定額法）を採用しております。
子会社株式及び関連会社株式 　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主と
して移動平均法により算定）を採用しております。

　市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

イ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　主として総平均法による原価法を採用しております。
　なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定しております。

ウ．デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
ア．有形固定資産 　主として定額法を採用しております。
　　（リース資産を除く）
イ．無形固定資産 　主として定額法を採用しております。
　　（リース資産を除く） 　ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。
　顧客関連資産については、効果の及ぶ期間（20年）で定額法により
償却しております。

ウ．リース資産 　主としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
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会計処理基準に関する事項、会計方針の変更、表示方法の変更

ア．製品の販売 　燃料油セグメントにおいては石油精製製品、基礎化学品セグメントにおいては
オレフィン・アロマ製品、高機能材セグメントにおいては潤滑油・機能化学品等
の生産・販売を行っております。資源セグメントにおいては、原油、天然ガス及
び石炭等のエネルギー資源の探鉱・開発・生産・販売を行っております。
　これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引
き渡した時点で、製品の法的所有権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリス
ク及び経済価値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得るため、その時
点で収益を認識します。また収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識
しており、当社及び連結子会社の役割が代理人に該当する取引については、顧客
から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で取引価格を算定しており
ます。付加価値税及び軽油引取税のように、販売時点において課税され、代理人
として回収していると考えられる税額は、売上高に含めず純額で表示します。一
方、揮発油税のように、販売以前の過程において課税され、売上金額に含まれて
いる税額は売上高に含めております。取引の対価は製品の引き渡し後１年以内に
受け取るため、重大な金融要素を含んでおりません。変動性がある値引き等を含
む変動対価については、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能な全ての情
報を用いて当社及び連結子会社が権利を得る対価の金額を見積り、重大な戻入が
生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上高を認識しております。

③　重要な引当金の計上基準
ア．貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸

倒実績率を考慮して、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

イ．賞与引当金 　従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計
年度の負担額を計上しております。

ウ．修繕引当金 　将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする油槽及び
機械装置並びに船舶について将来発生すると見積もられる点検修理費用
のうち、当連結会計年度までの負担額を計上しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
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会計処理基準に関する事項、会計方針の変更、表示方法の変更

イ．電力の販売 　電力・再生可能エネルギーセグメントにおいては、主に発電（火力、太陽光、
風力等）・電力販売を行っております。
　発電・電力販売に係る収益は、毎月の検針により使用料を計量し、それに基づ
き算定される料金を当月分の収益として認識します。また決算月に実施した検針
の日から決算日までに生じた収益を見積り、会計期間に応じた収益を計上してお
ります。収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、取引の対
価は製品の引き渡し後１年以内に受け取るため、重大な金融要素を含んでおりま
せん。

⑤　重要なヘッジ会計の方法
ア．ヘッジ会計の方法 　繰延ヘッジを採用しております。

　なお、特例処理の要件を充たす金利スワップ取引については特例処理
を採用しております。

イ．ヘッジ手段とヘッジ対象 　ヘッジ手段：為替予約、通貨オプション取引、外貨建借入金
原油、石油製品スワップ取引
先物取引、石炭スワップ取引
金利スワップ取引、金利通貨スワップ取引、オプション
取引

ヘッジ対象：外貨建債権債務、外貨建予定取引
原油及び石油製品の販売・購入取引
石炭の販売・購入取引、借入金

ウ．ヘッジ方針 　当社及び一部の連結子会社は各社の規程に基づきヘッジ対象に係る価
格変動リスク及び金利・為替変動リスクをヘッジすることを目的として
実需の範囲でのみ実施しております。

エ．ヘッジの有効性評価の方法 　ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認す
ることにより行っております。なお、ヘッジ対象となる資産・負債又は
予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も
継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであるこ
とが事前に想定される取引については、有効性の判定を省略しておりま
す。
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会計処理基準に関する事項、会計方針の変更、表示方法の変更

ア．外貨建の資産及び負債の
　本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。また、在外子会社等の資
産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりま
す。なお、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めてお
ります。

イ．退職給付に係る負債の計上
　基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計
年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した
額を計上しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年～14年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　過去勤務費用は、発生した連結会計年度に一括費用処理しておりま
す。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上し
ております。

ウ．繰延資産の処理方法 社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しており
ます。

⑥　のれんの償却に関する事項 　のれんについては、その効果の発現すると見積もられる期間（５年～
20年）で定額法により償却しております。

⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項

⑹　会計方針の変更
該当する事項はありません。

⑺　表示方法の変更
該当する事項はありません。
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会計上の見積り、会計上の見積りの変更

科目 計上額（百万円）
出資 投資有価証券 －
融資 長期貸付金 35,051

貸倒引当金 △35,051
－

資金の立替 未収入金 139,023
貸倒引当金 △6,098

132,924

⑻　会計上の見積りに関する注記
当社の連結計算書類は、資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす経営者の見積り及び仮定を含ん

でおります。これらの見積り及び仮定は、過去の実績及び連結会計年度末日現在において合理的であると考
えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。その性質上、実際の結果は、こ
れらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。

当社の連結計算書類に重要な影響を与える可能性のある項目は以下のとおりであります。

①　持分法適用会社への投融資の評価
当社は持分法適用関連会社のNghi Son Refinery and Petrochemical LLC（以下「NSRP」という。）

に対して出資と融資を行っており、連結子会社を通じて融資と資金の立替を行っております。連結計算書
類作成にあたり、NSRPの業績は持分法投資損益を通じて反映され、NSRPの財政状態や経営成績は長期貸
付金の公正価値及び回収可能性、並びに未収入金の回収可能性に影響を与えます。当該投融資の連結貸借
対照表における科目及び計上額は以下のとおりであります。
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会計上の見積り、会計上の見積りの変更

NSRPは商業生産開始当初の装置稼働率の低迷やその後の製品市況の悪化により、過年度に多額の営業
損失を計上したことから、2020年度より債務超過が継続しております。当期においては、前期対比での
製品マージンの低下や定修の影響により営業損失を計上したことに加えて、多額の借入に伴う財務費用の
影響により前期に続き純損失を計上しました。過年度からの営業損失の計上と債務超過に伴い、NSRPは
減損評価対象の固定資産に減損の兆候を認識し、減損テストを実施しましたが、使用価値に基づく回収可
能価額が帳簿価額812,294百万円（持分比率100％ベース）を上回ったことから、減損損失を認識してお
りません。

当社の連結計算書類では、長期貸付金及び未収入金について、見積将来キャッシュ・フローに基づく公
正価値評価及び回収可能性の評価を実施しました。この結果、当連結会計年度においては長期貸付金の全
額及び未収入金の一部に対して、それぞれ貸倒引当金繰入額35,051百万円及び6,044百万円を計上しま
した。

使用価値及び見積将来キャッシュ・フローに基づく公正価値の算定並びに回収可能性の評価には、割引
率、製品マージン及び装置稼働率等の仮定が含まれるNSRPの将来事業計画を使用しており、これらの仮
定はNSRPの業績や実現可能と判断される収益改善策、外部環境に対する将来予測（需給動向及び製品マ
ージン、地政学的リスク、気候変動対応等）を踏まえて決定しております。また、割引率の詳細について
は、注記事項「５．金融商品に関する注記」に記載しております。これらの仮定の変動は連結計算書類に
重要な影響を与える可能性があります。

②　固定資産の評価
有形固定資産及び無形固定資産については資産のグルーピングごとに減損の兆候を検討し、兆候が存在

する場合には減損テストを実施しております。
減損テストにおける回収可能価額を算定するにあたっては、将来キャッシュ・フローの見積りや割引率

等を決定しており、将来キャッシュ・フローは経営者が承認した事業計画を基礎として、経営者の最善の
見積りと判断により決定しております。将来キャッシュ・フローに含まれる販売数量や商品価格、外国為
替相場等は将来の経済情勢、気候変動対応に向けた低炭素社会への移行や日本国内における人口構成の変
化などに伴う製品需要の減少等の不確実な要素の変動によって影響を受けるため、これらの見積りや回収
可能価額の見直しが必要となった場合に、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

⑼　会計上の見積りの変更
重要な会計上の見積りの変更はありません。
なお、資産除去債務の一部について見積りの変更を行っております。その内容については、注記事項

「10．資産除去債務に関する注記」に記載しております。
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連結貸借対照表に関する注記、連結損益計算書に関する注記、連結株主資本等変動計算書に関する注記

土地 362,575百万円
機械装置 30,801百万円
その他 18,940百万円

土地 8,077百万円
投資有価証券 3,008百万円
出資金 1,297百万円

計 424,700百万円

当連結会計年度
（2024年３月31日）

投資有価証券（百万円） －
長期貸付金（百万円） －

未払金 84,903百万円

未払金 7,583百万円
計 92,486百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 2,111,116百万円

２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保資産
①　工場財団抵当

②　その他担保

上記の投資有価証券及び出資金は、関連会社の借入金等の担保として差し入れております。
また、上記のほか、NSRPの金融機関からの借入金の担保として、同社に対する出資金（投資有価証

券）及び貸付金（長期貸付金）を供しております。同社には持分法を適用しており、それぞれの連結貸借
対照表価額は以下のとおりであります。

担保付債務
①　工場財団抵当

②　その他担保

　未払金は、揮発油税の支払に係るものであります。
　また、上記のほか、工場財団には、銀行取引に関わる根抵当権が設定されておりますが、実質的には担
保付債務はありません。
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連結貸借対照表に関する注記、連結損益計算書に関する注記、連結株主資本等変動計算書に関する注記

バイオマス燃料供給有限責任事業組合
Idemitsu Advanced Materials Korea Co.,Ltd.
Idemitsu Lube South America Ltda.
その他

8,444百万円
1,186百万円
1,058百万円
1,251百万円

保証負担額（当社分） 142,425百万円

△106,382百万円

⑶　偶発債務
連結会社以外の下記会社等の金融機関等からの借入等に対し、債務保証等を行っております。
①　債務保証

計　　　　　　　　　　　　　　　　　11,941百万円

②　完工保証
　ベトナム社会主義共和国におけるNSRPによるニソン製油所・石油化学コンプレックス建設プロジェク
トに関するプロジェクト・ファイナンスに完工保証を行っております。当社分の保証負担額は次のとおり
であります。

　今後の状況の変化によっては、当社は銀行団より完工保証の履行請求を受ける可能性があります。完工
保証を履行することとなった場合は、当社の財政状態及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与え
る可能性があります。

⑷　土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日　法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日　法律第19号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を
行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除
した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価の方法
　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日　政令第119号）第２条第３号に定める固
定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法、第４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎
となる土地の価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価
によって算出しております。

②　再評価を行った年月日　　　2002年３月31日
③　再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
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連結貸借対照表に関する注記、連結損益計算書に関する注記、連結株主資本等変動計算書に関する注記

３．連結損益計算書に関する注記
⑴　事業譲渡損

　当連結会計年度において特別損失に計上した事業譲渡損は、当社の連結子会社であるIDEMITSU 
AUSTRALIA PTY LTDの豪州エンシャム石炭鉱山の権益売却によるものであります。

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 297,864千株 1,191,458千株 96,681千株 1,392,642千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 4,859千株 105,457千株 96,714千株 13,602千株

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

（注1）普通株式数の発行済株式総数の増加1,191,458千株は、2024年１月１日付で普通株式１株につき５株
の割合で株式分割を実施したことによるものであります。

（注2）普通株式数の発行済株式総数の減少96,681千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却によるもの
であります。

⑵　自己株式の数に関する事項

（注1）自己株式数の増加105,457千株は、2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を
実施したことによる増加75,415千株、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加29,799千株、
役員報酬BIP信託の取得による増加239千株、単元未満株式の買取による増加２千株であります。

（注2）自己株式数の減少96,714千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少96,681千株、役員
報酬BIP信託の払出による減少32千株、単元未満株式の買増請求による減少０千株であります。

（注3）当連結会計年度末の自己株式数のうち、役員報酬BIP信託が保有する株式数は3,330千株であります。
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　2023年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 17,607百万円
・１株当たり配当額 60円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月２日

　2023年11月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 22,610百万円
・１株当たり配当額 80円
・基準日 2023年９月30日
・効力発生日 2023年12月７日

　2024年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 22,117百万円
・１株当たり配当額 16円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月４日

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

（注1）2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当
たり配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

（注2）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金27百万円が含まれて
おります。

（注1）2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当
たり配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

（注2）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金53百万円が含まれて
おります。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

（注）配当金の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金53百万円が含まれてお
ります。
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金融商品に関する注記

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴未収入金 308,130
貸倒引当金（注１） △6,098

302,031 302,031 －
⑵投資有価証券 17,271 17,271 －
⑶長期貸付金 43,524

貸倒引当金（注１） △35,136
8,388 8,378 △9

資産計 327,690 327,681 △9
⑴社債（１年内償還予定を含む） 150,000 147,174 △2,826
⑵長期借入金 479,056 470,793 △8,262
負債計 629,056 617,967 △11,088
デリバティブ取引（注２） 20,641 20,641 －

５．金融商品に関する注記
　⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループでは、設備計画に照らして必要な資金（主に銀行借入、社債発行）を調達しております。
一時的な余資は、安全性の高い預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入、コマーシャル・ペ
ーパー等により調達しております。
　また、デリバティブ取引は、実需に伴うリスクを軽減するために利用しており、投機的な取引は行って
おりません。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理・売掛管理に沿ってリスク低減を図っており
ます。投資有価証券は主として業務上の関係を有する取引先企業株式であり、上場株式については四半期
毎に時価を把握し、非上場株式については年度毎に財務状況等を把握しております。
　また、原料等の輸入に伴う外貨建ての仕入債務は、先物為替予約を利用して為替の変動リスクを抑制し
ております。
　長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を行い、支払利息の固定化を実施しており
ます。また、原油・石油製品等の市場価格変動リスクを抑制するために、商品スワップ及び先物取引を実
施しております。
　全てのデリバティブ取引は、内部取扱規程に基づき、年度毎に承認された方針に従い、実需の範囲内で
実施しております。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2024年３月31日現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額249,044百万円）は、「投資有価証券」
には含めておりません。「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入
金」「コマーシャル・ペーパー」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
することから、注記を省略しております。また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
資（連結貸借対照表計上額11,376百万円）についても注記を省略しております。

（注１）未収入金及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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金融商品に関する注記

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 17,271 － － 17,271
長期貸付金 － － － －
デリバティブ取引 － 20,641 － 20,641

資産計 17,271 20.641 － 37,912

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

未収入金 － 169,106 132,924 302,031
長期貸付金 － 8,377 － 8,377

資産計 － 177,484 132,924 310,408
社債
（１年内償還予定の社債を含む） － 147,174 － 147,174

長期借入金 － 470,793 － 470,793
負債計 － 617,967 － 617,967

（注２）デリバティブの取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については（　）で示しております。

　⑶ 　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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金融商品に関する注記

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
未収入金
　短期間で決済されるため、原則として時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価とし
ており、レベル２の時価に分類しております。また、貸倒引当金を設定している未収入金の時価は、債
務者の固有リスクを反映した期待収益率（割引率）による将来キャッシュ・フローの割引現在価値を基
に算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、
そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

長期貸付金（時価で連結貸借対照表に計上しているもの）
　NSRPに対する長期貸付金は、レベル３に分類しております。公正価値の算定の詳細については、以
下「③レベル３に分類された金融商品」をご参照下さい。

長期貸付金（上記以外のもの）
　将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により
算定している長期貸付金は、レベル２に分類しております。また、貸倒懸念債権の時価は、債務者の固
有リスクを反映した期待収益率（割引率）による将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保
及び保証による回収見込額等を基に算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額
が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関等から提示された価格、又は為替レート及び金利等の観
察可能なインプットに基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定の社債を含む）
　当社の発行する社債の時価は、市場価格を用いて算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算
定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされてお
り、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用され
る合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しており
ます。
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金融商品に関する注記

当連結会計年度
（2023年４月１日から

2024年３月31日まで）
期首残高 － 百万円
当期損益計上額（※） －
期末残高 －

③レベル３に分類された金融商品
　レベル３に分類された長期貸付金の増減は、以下のとおりであります。

（※）公正価値評価による損益であり、当連結会計年度において計上した損益はありません。

　レベル３に分類される長期貸付金の公正価値は、NSRPの将来事業計画に基づいた見積将来キャッシ
ュ・フロー及びNSRPへの投融資の固有リスクを反映した期待収益率（割引率）を用いて、DCF法に基づ
き算定しております。当該評価方法に従い、経理担当部門が算定を行い、インプットの妥当性及び時価の
レベル分類の適切性を部門の権限者が確認の上、承認しております。

　レベル３に分類された長期貸付金の公正価値の測定に使用する重要な観察不能なインプットは、見積将
来キャッシュ・フローに使用される装置稼働率や期待収益率（割引率）であります。これらのインプット
の想定が変動した場合には公正価値に重要な変動を与える可能性があります。使用した装置稼働率のイン
プットの上昇（下落）は公正価値の増加（減少）に寄与しますが、割引率の上昇（下落）は公正価値の減
少（増加）を生じさせる関係にあります。
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賃貸等不動産に関する注記、収益認識に関する注記

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価

101,826 97,381

６．賃貸等不動産に関する注記
　⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項
　当社及び一部の子会社では、東京都、大阪府、その他の海外を含む地域において、賃貸用のオフィスビ
ル、原油備蓄タンク、商業施設等（土地を含む）を保有しております。当連結会計年度における当該賃貸等
不動産に関する賃貸損益は513百万円（賃貸収益は主に売上高、賃貸費用は主に販売費及び一般管理費に計
上）、固定資産売却損益は5,455百万円（特別損益に計上）、減損損失は1,521百万円（特別損失に計上）
であります。

　⑵　賃貸等不動産の時価等に関する事項

（注1）連結貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

（注2）期末の時価は主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整
を行ったものを含む）であります。

地域

報告セグメント
その他
（注）

合計
燃料油 基礎化学品 高機能材

電力・再生
可能エネル
ギー

資源 計

日本 5,313,417 363,283 243,749 138,591 264,199 6,323,242 9,507 6,332,749

アジア・オセ
アニア

933,535 236,037 194,489 － 89,115 1,453,177 7 1,453,185

北米 770,644 1,423 51,643 2,926 － 826,638 － 826,638

その他地域 63,155 829 25,495 3 17,144 106,628 － 106,628

外部顧客への
売上高

7,080,754 601,574 515,377 141,521 370,458 8,709,686 9,514 8,719,201

７．収益認識に関する注記
　⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に保険事業、グループ
内サービス事業等を含んでおります。
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賃貸等不動産に関する注記、収益認識に関する注記

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権 919,011
契約資産 195
契約負債 60,213

当連結会計年度
1年以内 138,098
1年超 351,402
合計 489,501

　⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(5)　会計方針に関する事項　④　重要な収益及
び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

　⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
なお、連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形及び売掛金」に、契約資産

は「その他流動資産」に、契約負債は「その他流動負債」及び「その他固定負債」にそれぞれ含まれてお
ります。

（単位：百万円）

契約資産は、主に工事請負契約から生じる未請求の債権であり、支払に対する権利が無条件になった時
点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、主に、契約に基づく履行に先だち受
領した対価であり、収益の認識に伴い取り崩されます。
過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（例えば、取引価格の変動）の額
については重要性はありません。
②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、
当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配
分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
　また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（単位：百万円）
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１株当たり情報に関する注記、重要な後発事象に関する注記

⑴　１株当たり純資産額（円） 1,305.18
⑵　１株当たり当期純利益（円） 161.32

8．１株当たり情報に関する注記

（注1）当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

（注2）2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」
を算定しております。

（注3）１株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行㈱が所
有する株式数3,330千株を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、
１株当たり当期純利益の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行㈱が
所有する株式数3,330千株を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

９．重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。
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資産除去債務に関する注記

期首残高 34,479
有形固定資産の取得に伴う増加額 60
時の経過による調整額 778
資産除去債務の履行による減少額 △2,823
見積りの変更による増減額（△は減少）（注1） △1,423
その他増減額（△は減少）（注2） 1,099
期末残高 32,171

1０．資産除去債務に関する注記
　　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
　⑴　当該資産除去債務の概要
　SS施設用土地等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務、生産又は採掘権が終了した際の石炭生産設備の
撤去費用等を合理的に見積もり、資産除去債務に計上しております。

　⑵　当該資産除去債務の金額の算定方法
　支出までの見込期間は、SS関係はSSの主要な設備の耐用年数によっており、石炭等については操業時か
らの採掘可能年数等によっております。また、割引率は0.0％～5.4％を採用しております。

　⑶　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減（百万円）

（注1） 当連結会計年度において、一部海外連結子会社における生産又は採掘権の終了時に負担する費
用及び割引率の見直しにより見積金額の変更を行いました。増減額の内訳は、増加額121百万
円、減少額1,544百万円であります。

（注2） その他増減額の主なものは、為替変動に伴う増加等によるものであります。

－ 32 －
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株主資本等変動計算書

（ 2023年 4 月 1 日から
2024年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）

資 本 金

株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 　 本
準 備 金

そ の 他 資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 益
剰 余 金
合 計

固 定 資 産
圧 縮
積 立 金

繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 168,351 42,105 414,301 456,406 1,081 31,748 359,745 392,574
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △40,218 △40,218
当 期 純 利 益 112,107 112,107
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 0 0
自 己 株 式 の 消 却 △61,028 △61,028
そ の 他 利 益 剰 余 金 の 積 立 735 △735 －
そ の 他 利 益 剰 余 金 の 取 崩 △2,225 2,225 －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 299 299
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － △61,027 △61,027 － △1,489 73,677 72,188
当 期 末 残 高 168,351 42,105 353,273 395,378 1,081 30,258 433,423 464,763

 株主資本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他 有 価
証 券 評 価
差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △14,788 1,002,544 2,593 396 154,641 157,632 1,160,177
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △40,218 △40,218
当 期 純 利 益 112,107 112,107
自 己 株 式 の 取 得 △57,360 △57,360 △57,360
自 己 株 式 の 処 分 113 113 113
自 己 株 式 の 消 却 61,028 － －
そ の 他 利 益 剰 余 金 の 積 立 － －
そ の 他 利 益 剰 余 金 の 取 崩 － －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 299 △299 △299 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 879 260 940 2,080 2,080

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,781 14,941 879 260 640 1,781 16,722
当 期 末 残 高 △11,006 1,017,486 3,473 657 155,282 159,413 1,176,899

株主資本等変動計算書

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、収益及び費用の計上基準

・市場価格のない株式等
　以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法を採用しております。

商品及び製品、
原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
ア．満期保有目的の債券 　償却原価法（定額法）を採用しております。
イ．関係会社株式 　移動平均法による原価法を採用しております。
ウ．その他有価証券

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

③　デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 　定額法を採用しております。
　（リース資産を除く）

②　無形固定資産 　定額法を採用しております。
　（リース資産を除く） 　ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
　のれんについては、その効果の発現すると見積もられる期間
（５年～20年）で定額法により償却しております。
　顧客関連資産については、効果の及ぶ期間（20年）で定額法によ
り償却しております。

③　リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の

貸倒実績率を考慮して、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 　従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年
度の負担額を計上しております。
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資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、収益及び費用の計上基準

③　退職給付引当金 　従業員の退職金支出に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生の翌事業年
度より費用処理しております。過去勤務費用は、発生した事業年度に
一括費用処理しております。

④　修繕引当金 　将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする油槽及
び機械装置について将来発生すると見積もられる点検修理費用のう
ち、当事業年度までの負担額を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　製品の販売

当社は石油精製製品、オレフィン・アロマ製品、潤滑油、機能化学品等の生産・販売
を行っております。
これらの販売は、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち製品を顧客へ引き渡し

た時点で、製品の法的所有権、物的占有権、製品の所有に伴う重要なリスク及び経済価
値が移転し、顧客から製品の対価を受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しま
す。収益は、顧客との契約による取引価格に基づき認識しており、当社の役割が代理人
に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額
で取引価格を算定しております。軽油引取税のように、販売時点において課税され、代
理人として回収していると考えられる税額は、売上高に含めず純額で表示します。一
方、揮発油税のように、販売以前の過程において課税され、売上金額に含まれている税
額は売上高に含めております。取引の対価は製品の引き渡し後１年以内に受け取るた
め、重大な金融要素を含んでおりません。変動性がある値引き等を含む変動対価につい
ては、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能な全ての情報を用いて当社が権利を
得る対価の金額を見積り、重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上高
を認識しております。

②　電力の販売
当社は電力の販売を行っております。
電力販売に係る収益は、毎月の検針により使用料を計量し、それに基づき算定される

料金を当月分の収益として認識します。また決算月に実施した検針の日から決算日まで
に生じた収益を見積り、会計期間に応じた収益を計上しております。収益は、顧客との
契約による取引価格に基づき認識しており、取引の対価は製品の引き渡し後１年以内に
受け取るため、重大な金融要素を含んでおりません。
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ヘッジ会計の方法、その他計算書類作成のための基本となる重要な事項、会計方針の変更、表示方法の変更

⑸　ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法 　繰延ヘッジを採用しております。
②　ヘッジ手段とヘッジ対象 　ヘッジ手段：為替予約、通貨オプション取引

   原油・石油製品スワップ取引
   先物取引、石炭スワップ取引
   金利スワップ取引、金利通貨スワップ取引、オプショ
ン取引

　ヘッジ対象：外貨建債権債務
   原油及び石油製品の販売・購入取引
   石炭の販売・購入取引、借入金

③　ヘッジ方針 　当社は社内規程に基づきヘッジ対象に係る価格変動リスク及び金利・
為替変動リスクをヘッジすることを目的として実需の範囲でのみ実施
しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法 　ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認
することにより行っております。なお、ヘッジ対象となる資産・負債
に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続し
て相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが
事前に想定される取引については、有効性の判定を省略しておりま
す。

⑹　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　繰延資産の処理方法 　社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理してお

ります。

⑺　会計方針の変更
該当する事項はありません。

⑻　表示方法の変更
該当する事項はありません。
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会計上の見積り、会計上の見積りの変更

⑼　会計上の見積りに関する注記
　　①　持分法適用会社への投融資の評価
　　　当事業年度において、NSRPに対する長期貸付金35,051百万円の全額について貸倒引当金を計上しており
ます。回収可能性の評価方法及び主要な仮定等についての詳細は「連結注記表１．連結計算書類作成のため
の基本となる重要な事項」に記載しております。

　　②　固定資産の評価
　　　個別決算における固定資産の評価については「連結注記表１．連結計算書類作成のための基本となる重要
な事項」に詳細を記載しているため、注記を省略しております。

⑽　会計上の見積りの変更
　　　該当する事項はありません。

－ 37 －



2024/05/21 12:59:19 / 23068224_出光興産株式会社_招集通知

貸借対照表に関する注記

土地 337,963百万円

投資有価証券
関係会社株式
出資金

590百万円
2,418百万円
1,016百万円

　　　　　　　計 341,988百万円

未払金 54,169百万円
　　　　　　　計 54,169百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,835,057百万円

IDEMITSU INTERNATIONAL(ASIA)PTE.LTD.
出光ベトナムガス開発株式会社
IDEMITSU AUSTRALIA PTY LTD
その他

128,119百万円
36,824百万円
25,798百万円
55,637百万円

２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務
  担保資産

①　工場財団抵当

②　その他担保

　上記のほか、NSRPの金融機関からの借入金の担保として、同社に対する出資金（関係会社株式）
90,645百万円を供しております。なお、2019年度において、出資金（関係会社株式）を全額減損処理
しております。

　　担保付債務
　　　　工場財団抵当

　未払金は、揮発油税の支払に係るものであります。
　また、上記のほか、工場財団には、銀行取引に関わる根抵当権が設定されておりますが、実質的には
担保付債務はありません。

　⑶　偶発債務
　　　下記会社等の金融機関等からの借入等に対し、債務保証等を行っております。

①　債務保証

計　　　　　　　　　　　　　　　 246,380百万円
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貸借対照表に関する注記

①　短期金銭債権 359,128百万円
②　長期金銭債権 38,710百万円
③　短期金銭債務 379,272百万円
④　長期金銭債務 5,525百万円

②　完工保証
　ベトナム社会主義共和国におけるNSRPによるニソン製油所・石油化学コンプレックス建設プロジェク
トに関するプロジェクト・ファイナンスに完工保証を行っております。当社分の保証負担額は次のとおり
であります。

保証負担額(当社分)　　　　　　　　　　　　　　　　　　142,425百万円

　　　　今後の状況の変化によっては、当社は銀行団より完工保証の履行請求を受ける可能性があります。完工
　　　保証を履行することとなった場合は、当社の財政状態及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与え
　　　る可能性があります。

⑷　関係会社に対する金銭債権債務

⑸　土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日　法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日　法律第19号）に基づき、当社の事業用の土地の再評価を
行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除
した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価の方法
　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日　政令第119号）第２条第３号に定める固
定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法、第４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎
となる土地の価額に合理的な調整を行って算定する方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価
によって算出しております。

②　再評価を行った年月日　　　2002年３月31日
③　再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△106,382百万円
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記

①　売上高 1,518,071百万円
②　仕入高 1,531,368百万円
③　営業取引以外の取引高 36,548百万円

３．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との取引高

（２）抱合せ株式消滅差益
抱合せ株式消滅差益184百万円は、出光クレイバレー株式会社を吸収合併消滅会社とし、当社を吸収合
併存続会社とする吸収合併を行ったことによるものであります。

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 4,859千株 105,457千株 96,714千株 13,602千株

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注1）自己株式数の増加105,457千株は、2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を
実施したことによる増加75,415千株、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加29,799千株、
役員報酬BIP信託の取得による増加239千株、単元未満株式の買取による増加２千株であります。

（注2）自己株式数の減少96,714千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少96,681千株、役員
報酬BIP信託の払出による減少32千株、単元未満株式の買増請求による減少０千株であります。

（注3）当事業年度末の自己株式数のうち、役員報酬BIP信託が保有する株式数は3,330千株であります。
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税効果会計に関する注記、リースにより使用する固定資産に関する注記

投資に係る税効果 51,045百万円
固定資産の減損損失 19,345百万円
修繕引当金 17,607百万円
退職給付引当金 12,215百万円
貸倒引当金 10,841百万円
撤去未払金 7,044百万円
販売価格見積計上 6,959百万円
退職給付信託 6,641百万円
資産除去債務 4,386百万円
賞与引当金 2,720百万円
未払事業税 1,796百万円
ＬＰＧ事業に係る違約金 1,531百万円
研究開発用資産 1,391百万円
未収利息 1,389百万円
その他有価証券評価差額金 82百万円
その他 5,902百万円
繰延税金資産小計 150,901百万円
評価性引当額 △80,744百万円
繰延税金資産合計 70,156百万円

企業結合に伴う時価評価差額 △55,572百万円
固定資産圧縮積立金 △19,304百万円
前払年金費用 △7,904百万円
資産除去債務 △2,498百万円
投資に係る税効果 △1,612百万円
その他有価証券評価差額金 △1,181百万円
繰延ヘッジ利益 △290百万円
繰延税金負債合計 △88,364百万円
繰延税金負債の純額 △18,207百万円

５．税効果会計に関する注記
   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

６．リースにより使用する固定資産に関する注記
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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属性 会社等の
名称

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議 決 権 等
の 所 有(被
所 有)割 合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社

IDEMITSU 
INTERNATI
ONAL(ASI
A) PTE. 
LTD.

千米ドル
45,156

原油・石油
製 品 等 の
輸 出 入 及
び ト レ ー
ディング

間接
100.0 なし

石油製品
等の販売

(注1)
416,689 売掛金 54,782

原油等の
購入

(注2)
1,089,870 買掛金 82,287

債務保証
(注3) 121,760 － －

子会社 昭和四日市
石油㈱ 4,000

石 油 精 製
及 び 石 油
化 学 製 品
の製造

直接
75.0 なし

資金の
貸付

(注5)
43,978 短期

貸付金 39,093

揮発油税
の立替等 127,573 未払金 42,692

 子会社
出光ベトナ
ムガス開発
㈱

1
天 然 ガ ス
田の探鉱・
開発・生産

直接
100.0 なし

余剰資金
の融通

(注4)
20,916 預り金 51,361

関連
会社

出光クレジ
ット㈱ 1,950

ク レ ジ ッ
トカード事
業、信用保
証事業

直接
50.0 なし

売上債権の
回収

(注6)
1,039,973

(注7) 未収入金 52,427

関連
会社

Nghi Son 
Refinery 
and 
Petrochemi
cal LLC

千米ドル
2,362,723

石 油 精 製
及 び 石 油
化 学 製 品
の製造・販
売

直接
35.1 なし 完工保証

(注8)
142,425

(注9) － －

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

日章興産㈱
（注10） 100

不 動 産 の
賃 貸 借、
管 理 等

（被所有）
直接 9.8

役員の
兼務

建物の賃借
(注11) 88

前払費用

差入保証金

8

45

７．関連当事者との取引に関する注記
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（注1）製品等の販売については、市場価格等を勘案して決定しております。
（注2）製品等の仕入については、市場価格等を勘案して決定しております。
（注3）主に商品仕入債務に対して当社が債務保証を行っております。
（注4）余剰資金の融通については、市場金利を勘案して決定しております。
（注5）金利については、市場金利等を勘案して決定しております。
（注6）当社は、特約販売店向け石油製品等の売上債権の一部（特約販売店が出光クレジット㈱に対して有する

クレジット債権と相殺した金額）を、出光クレジット㈱を通じて入金を受けております。
（注7）取引金額については、年間回収総額を表示しております。
（注8）ニソン製油所・石油化学コンプレックス建設プロジェクトに関するプロジェクト・ファイナンスに完工

保証を行っております。また、同社の金融機関から借入金の担保として、同社に対する出資金（関係会
社株式）90,645百万円を供しております。なお、2019年度において、出資金（関係会社株式）を全額
減損処理しております。

（注9）取引金額については、当社分の保証負担額を表示しております。
（注10）当社取締役出光正和及びその近親者が議決権の100％を保有しております。
（注11）賃料は近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

８．収益認識に関する注記
　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表７．収益認識に関
　する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

⑴　１株当たり純資産額（円） 853.42
⑵　１株当たり当期純利益（円） 79.14

９．１株当たり情報に関する注記

（注1）当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

（注2）2024年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を
算定しております。

（注3）１株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行㈱が所
有する株式数3,330千株を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、
１株当たり当期純利益の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行㈱が
所有する株式数3,330千株を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

10．重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。
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